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大学における単位制度の現状と課題

一一私立大学の事例を中心として一一

筑波大学清 水 一 彦

本稿は，わが国の大学における単位制度について，乙れを基準に関わる制度上の側面及び個

個の大学における運用上の側面から再検討を加えることを目的とした大きな研究の一環として

位置づくものである D

すでに別稿(1)において筆者は，主lζ単位制度の基準に関わる部分としてi倒産上の問題を取り

上げ，教育制度論的視点からその歴史的変遷過程の一部を分析・考察してきた。その中で，確

かに大学の単位制度が新制大学発足時の諸事情から十分に検討されず， しかも広く盟解されな

いまま慌ただしく導入されたという経緯や，加えて基準の内容が必ずしもわが国の大学の伝統

や実情にそぐわない側面を当初から有し，そのため乙れらのことが実際の運用上の障害や制約

となっていた乙とを指摘した。と同時lと，実際問題として，個々の大学あるいは学部における

具体的な運用において，新制大学発足の理念や単位制度本来の趣旨が必ずしも尊重されず，不

徹底となっている側面があった乙とも否定し得ない事実であった口

昭和22年の「大学基準j制定以来，昭和31年の省令基準としての f大学設置基準Jを経てさ

らに今日に至るまで，単位制度の基準に関わる部分も今日まで数多く改訂されてきた。そ乙で

は一貫して単位制度の趣旨の徹底とともに，とくに省令基準以降は当面不必要な制度上の制約

をできるだけ少なくするとしづ方法がとられてきた。現状から基準改正という手順・方法であ

る。それゆえ，単位制度のあり方の再検討ーにおいては，基準lζ関わる制度上の問題と並行して，

基準との関係で個々の大学における具体的な運用状況を知る乙とは不可欠の作業課題となる。

本稿では，今Bの大学単位制度の実際的，個別的運用の現状と課題を事例分析を通じて明ら

かにしていきたい。事例分析の対象としては，私立大学である早稲田大学と慶応大学を中心に

取り上げる D それは，単位制度の運用は一般に施設・設備や教員組織の拡充と密接な関係を有

し，そのためとくに経営上の問題と絡んで私立大学においてより深刻な問題となっている乙と，

また両大学とも長い歴史と伝統をもち他大学の改革・改善の先導的役割を少なからずもち得て

いることなどによる。さらに，早稲田大学の場合は一般教育の編成形態は学部独立型であり，

慶応大学の場合は学部共通の教養課程型をとっていることも，両校をその対象として選んだ理

由の一つである D 加えて，今E特徴的な単位制度の構造をもっと思われる筑波大学の事例も関

連して取り上げるo
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分析の視点及び分析の制度的枠組みについては.)5lj稿で提示したものと同様にしたい O すな

わち，単位制度の定義を. I大学における授業の履修に係る学生の学習量を測るもので，基礎

的な量としての 1単位数，全体の量としての総単位数及びそれを配分し，選択履修させ，学問

的クレジットを与える過程のすべてを含む制度」ととらえる。そして，そこから導かれる制度

的枠組みを，① l単位数一一単位の標準及び単位計算方法，①総単位数一一卒業要件(学士号

取得要件). ①配分一一科呂lR分もしくは諜程区分，④選択履修一一用意単位数・各年次履修

・必修選択の比率，⑤評価一一単位認定の方法・時期及び単位の有効性，と設定する口

事例の分析・考察を加える前~L.現行の大学の単位制度の基準すなわち「大学設霞基準J の

構造と特色について，上記の制度的枠組みに基づいて把握する乙とにしたい O

1. r大学設置基準 jにみる現行の単位制度の構造と特色

大学における単位制度の基準は，大学設置に必要な最低基準としての「大学設謹基準jの中

にみる乙とができる。

単位制度の基準の臆史は，古くは戦後の新市IJ大学発足に当たって制定された「大学基準J(昭

和22:¥':[三，大学基準協会制定)までさかのぼるが，現在のような省令としての基準は，ほぼその

内容を引き継ぐ形で，昭和31年10月22日の文部省令第28号によって設けられるようになった。

との省令基準制定以降も今日まで十数回の改訂を重ねてきているが，とくに昭和45年の改正以

降のいわば「弾力化過程l~) の中では，基準の呉体的内容はもとより，基準自体のあり方につ

いても多方面から論議され読けている。それは，大学教育ひいては社会の水準維持を図る上で

欠く乙とのできない重要な基準であるからである。

現行の単位制度は， ζの「大学設置基準」の中lとその基本的な考え方が盛り込まれ，具体化さ

れている。以下，設定した制度的枠組みに基づいて，その基本的構造及び特色をみていく乙と

l乙する。

(1 )単位数に隠して

まず，単位算出基準としての l単位数については，各授業科目につき;I教室内及び教室外を

合せて45l時間J (第26条)の履鯵時間という基本的大原則を掲げ，以下同条に各授業形態によ

る異なる単位計算方法の基準を示している O

:具体的には，講義については「教室内における 1時間の講義に対して教室外における 2時間

の準備のための学修を必要とするものとし.15時間の講義をもって 1単位とする。」演習につ

いては「教室内における 2時間の演習に対して教室外における 1時間の準備のための学蜂を必

要とするものとし.30時間の演習をもって Z単位とする。」

また化学実験，機械実験，教育実習，農場実習，工作演習，機械製図及び体育実技等の授業
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については， r学修は，すべて実験室，実習場等で行われるものとし， 45時間の実験又は実習

をもって]単位とする o J 

こうした基本的原則の例外として，講義については. r 1 時間半又は 2i時間の講義lと対して

それぞれ教室外における 1時間半又は l時間の準品=のための学修を必要とするものとし， 22f時

間半又は30時間の講義をもって i単位とするjことが認められ，また演習についても， 日時

間の演習に対して教室外における 2時間の準備のための学修を必要とするものとし， 151時間の

演習をもって l単位とするJ乙とができる。講義については，授業科目の種類のいかんにかか

わらず，演習については授業科自の種類によってそれぞれ認められている。また両者とも， r教

室外の準備のための学修が基準どおりできない事情があるとき又は教育効果を考臆して必要の

ある」場合にのみ，このような措置が認められるとしている。

ζ うした]単位数の大原則及び授業形態による単位計算方法もしくは例外措闘は，昭和31年

の省令基準制定以捧，表現上の差異は認められるものの，少なくとも内容上は何ら変わらぬも

のとして固定化されている。中でも，講義についての例外措置の規定は，省令基準で初めて登

場してきたものであるが， ζ れは単位制度の運用の現実において，自学自修を重んじた単位

制度の趣旨が徹底されない状況や，図書館等の自学自修の場の条件整備の立ち遅れなどがその

背景にあり，授業による学習効果をアップさせるためのいわば、苦肉の策でもあった。また，演

翠についての科目の種類による例外措置は，文系・理系による区別を盛り込んだ!日来の「大学

基準」での規定内容(3)及びその考え方を基本的に受け継ぐ形でとられたものであるo

i単位数を週45s寺間とする考え方は，当初からつまり「大学基準J制定時から，標準的人11ij

の一週間の平均的生理的労働時間から考え出されたものである O また， 1日制大学下にはみら

れなかった学生の自学自修を奨励する授業形態別の単位計算方法は， 1-学生はいわゆる従来の

つめ込み主義を基礎とする監督教育から解放さるべき」 ω ために考えられたもので，新制大

学のとりわけ学習指導上の大きな特色のーっとなっている。

(2) 総単位数lζ関して

大学卒業要件としての総単位数については， r 124単位以上J (第32条)と規定され，乙れ

は新制大学発足当初の「大学基準j制定直後に体育 4単位が追加されて124単位となって以来，

基準上変わらぬ事項のーっとなっている。しかも，乙の総単位数は，わが国の場合修業年限 4

年以上とセットとなって卒業要件及び学士号取得要件となっている。

ζの124単位の考え方は，当初から 1単位数の標準から算出されたものである。つまり，週

45時間を 1単位とすれば，半期15避でお単位，通年で30単位，乙れを 4年間継続すれば合計で

120単位となる考え方が根底にあった。追加された体育 4単位については，新制大学における

学生の活動の中で，とりわけ諜外活動の重要性とのつながりで考えられたもので，当初は乙れ

を総単位数の枠外におかれていたものが省令基準制定以降枠内におさめられ，今日に至っている口
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体育を除いた].20単位は，したがって 4年という修業年限と密接な関連をもつもので，そ乙

では少なくとも毎年30単位の学習の 4年間にわたる継続性が強調されていたことになる O

また，乙の総単位数は 4年間iζ修得すべき最低の単位数であるとともに，先の 1単位数の考

え方からすれば標準的人間の平均的学習時間量でもあった。

しかし，早くから「わが国の実情を見ると，必ずしも各大学がこの規定を尊重しているとは

いい難い/5)という指摘が多くみられた。その後，単位制度の趣旨からして極端に乙れを超え

る乙とのないよう，おおむねその増加単位は16単位を限度として合計140単位までという考え

方や文部省側の指導等がとられるようになったのであるω。

(3) 配分iζ関して

単位制度の構造の中で，乙の配分についてほど乙れまで基準上さまざまな変化があったもの

はない。当初の「大学基準」からみればその変化は著しく，省令基準以降をとってみても幾多

の重要な改訂が行われてきている。

現行の「大学設護基準Jでは， 124単位の授業科目区分への振り分けとして，次のように規

定されている(第32条)。

寸史教育科目

外国語科El1の外国語

保健体育科目

専門教育科目

36単位

8単位

4単位

76単位

ζのうち一般教育科目については，その重要性lζ鑑みさらに人文，社会及び自然の 3分野に

わたって諺得することが定められている O また，専門教育の基礎となる授業科白として昭和48

年の基準改正で明文化された基礎教育科目については，その配分は設けられず，代わって学部，

学科又は課程の趨類lとより「教育上必要があるときjは，これを含めた外国語科目，専門教育

科目の科目で一般教育科目の12単位までを代替できることとなった(昭和45年以降)。

したがって，保健体育科目を除く総単位数の配分は，実擦には次のような波型配分が可能と

なっている O

一般教育科目

外語語科目

基礎教育科居

専門教育科目

36 ~ 24単位

8..... 20単位

o ~ 12単位

76 ~ 88単位

(但し，外陸語科目については， 2以上の外留語を卒業要件とする大学にあっては， 1の外

国語8単位を超える単位は専門教育科目の単位とみなされている。)

乙の乙とから外国語・保健体育を含めた広い意味での一般教育と専門教育との単位配分の比率

は， 48: 76 (およそ 4:6) --36: 88 (およそ 3: 7)の範西となっている。
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(4) 選択履修lζ関して

ζれについては，規定の上では各授業科目は， r必修科自，選択科白及び自由科白;と分け，

乙れを各年次lζ配当して編成するものとするJ (第28条)として，教青課程の編成方法のおお

まかな原則を掲げているだけである。必修・選択・自由科目の割合や，各年次どとの配分につ

いての具体的規定はいっさい設けられず，すべて ζれらは個々の大学の自由裁盤となっている。

用意単位数iζついては， r大学基準」及び省令基準制定時においても，一般教育(教養)科

目に規定が設けられていたが，昭和45年の改正以来それはなくなり，各大学の適時に任せられ

てきた。また，各授業科目の単位数についても，昭和31年の省令基準では，外国語科目 1つ8

単位(2以上の場合，他の一つは 4単位以上)， 専門教育及び基礎教育科目は 4単位以上を原

則とし，教育上必要な場合に限り 3ないし 2単位とするように，科目iとj寧味をもたせた規定が

設けられていた。しかし，乙れについても，昭和45年の改正により，各授業科目の単位数は各

大学で定めるものとされたのである(7)。乙のように，選択履修lζ関しては，用意単位数，各年

次履修及び必修・選択等の割合はすべて各大学で決める乙とになっている。

なお，乙の選択履修lζ関しては，昭和48年の改正により授業科目の区分花関する麗綾上の特

例条項が設けられるようになった。それは次のような規定である。

「学生の専攻との関連において教育上有益なときは，当該授業科目の区分以外の区分lζ係る

授業科目として履修させる乙とができるJ (第24条〉。

乙の規定は，授業の単位を10週とする 3学期制を可能にさせたこととも関連し，主に当時の筑

波大学などいわゆる新構想大学の設立を予想して設けられたものである。これにより，例えば

専門教育科目であっても学生の主専攻でない授業科目については，一般教育科目として履修で

きることになった。かなりの弾力化措置であったといえる O

(5) 評価に関して

単位認定については，省令基準制定以来一貫して「大学はーの授業科目を履修した者に対し

ては，試験の上単位を与えるものとするJ (第31条)となっている。そこでは，授業の履修を

どうとらえるかの明確な基準や考え方は示されず，授業科目の種類を問わずすべての授業形態

にわたって各大学や学部，より実際的にいえば各担当教員の自由に任せられているのである。試

験や単位認定の時期・方法あるいは単位の有効性についても，基準ではいっさい触れられず，

各大学の自由裁量となっている (8)。

2. 単位制度の運用の実際

f大学設置基準Jでその基本的枠組みが定められている単位制度は，実際にどのように運用

されているのであろうか。法的拘束力をもっ最低基準で、あるがゆえに，多くの大学ではほぼそ
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れに沿った形で運用されている乙とは容易に予測できるが，各大学における呉体的な運用にお

いて単位制度の趣旨が不徹底となっていたり，基準及びその考え方を逸脱するような現実が

ある乙ともしばしば指摘されてきたω。事実，乙れまでの基準改正時にはしばしば乙のことが

取り上げられ，論議の的となってきた。また，すでにみたように各大学の自由裁量となってい

る部分も多く，その運用の実態はかなり広範囲にわたって多様なものとなっている乙とも容易

に推測できる。

以下，早稲田大学と鹿応大学を中心iと，特徴的な構造をもった筑波大学の事例をも含めて取

り上げ，設定した制度的枠組みに基づいて単位制度運用の現実をみていくことにする。

(1) 早稲田大学の場合(10)

まず， 1単位数については，向大学の学長Ijの規定に従って，各学部が独自の表現でそれぞれ

の学部嬰項 ~C掲げている(以下，表 1 参照)。

大学の学員IJでは. r大学設置基準」での大原則とともに，講義科目については毎週 l時間15

避の授業をもって l単位とし，外国語科目及び演習については毎週 2時間15避の授業をもって

I単位とするほか，演習についてはさらに講義科呂と同様に毎週 i時間15週の授業をもって 1

単位とすることができる ζ とになっている O 実験・実習及び体育実技の授業については，基準

内容と同ーの毎週3時間15週をもって 1単位としている(学期第12条)。 また同大学では，各

学部を通じて共通して l単位時間は45分で， 2時間 =90分が各授業の基本的単位とされている。

これを個々の学部の細則でみると. 1単位数についてはとくに説明を省いている学部(政治

経済学部)， 大原則を掲げているだけの学部(人間科学部，社会科学部，商学部，法学部) ， 

基準の細かい規定をそのまま流用している学部(理工学部)， 科自区分どとにやや詳細に掲げ

ている学部(第一文学部〉などとなっている O その表現はまちまちであるが，内容的には何ら

変わるととろはない。商学部において，一部の科目でゼメスター制をとり，毎逓4時間の講義

授業で 4単位と定めている点が特徴的な点となっているにすぎ、ない。

次iζ，総単位数についてみると，最少の136単位(夜間の第二文学部，社会科学部〉から最

大の160単位(法学部)まで，各学部によってその違いが顕著となっている。中でも法学部の

160単位は極端に多く，乙れを学習時11計数iζ換算すると， 4年間で 160X45=7，200時間，

一学年で1， 8001埼i習に相当し，同大学のー学年33週で計算しでも一週約55時間となる。乙れ

は一日平均10時開の学習を要求していることになり，少なくとも数字の上からは学生にとって

はかなり厳しい学習負担となっている O 後述の選択麗修との関係でみると，実際には， 1， 2 

年次の学生にはさらに重い負担が要求され，とくに l年次の場合 1日約12時間の学習量となっ

ている O 理論上では実際不可能に近いともいえる学習量であるが，現実はそれを可能Kしてい

るζ とになる。つまり，学生の自学自修の時間数を減らすことによって，それは十分に可能と

なるのである(11)。

~50-



表
1

早
稲

田
大

学
に

お
け

る
単

位
制

度
の

運
用

学
部

(
事

例
学

科
等

)

定
員

(
実

員
)

1
単

位
数

(
単

位
算

出
基

準
)

/
教

育
学

科
¥

教
育

学
部

{
教

育
学

専
修

)
人

間
科

学
部

(
人

間
基

礎
科

学
科

)
I
 

第
一

文
学

部

1.
0
2
0
名

(
1.
2
9
6
名
)

1
 

5
0
0
名

(
5
2
9
名
)

講
義
…
…
…
…
毎
週

1
時
間

15
週
の

1
1
科
目

lと
つ
い
て
毎
~
3
時
間
ず
つ

授
業
(
自
管

2
時

間
)
I
行
う

15
週

の
学

習
活

動

演
習
・
外
国
語
…
毎
週

2
時

間
15

週
の

授
業
(
自
習

l
時

間
)

実
験
・
実
習
等
…
毎
週

3
時

間
15
週

の

授
業

90
分
=
2
時

間
(

以
下

同
じ

)

一 問 同 習

制 一 時 2 伯 l

o d 一 肱 世

6 一 l E 2

け 一 切 義

名 一 桁 晴 朗 臼

川 一 軒 仰 哨

J 一 ・ 諾 因

] 一 育 園 科

教 外 一 治

般 門 国

一 一 等 外 保
体
策
技
…
・
…
.
.
.
，
・

H
・.
..

3
 :

 0
 

第
二

文
学

部
(

英
文

学
専

修
)

社
会

科
学

部

5
1
0
名

(
5
6
2
名
)

6
0
0
名

(
9
5
2
名
)

15
過

を
通

じ
て

I
科

目
lζ

っ
き

俗
滋

3
時

間
の

学
習

活
動

間
左

総
単

位
数

(
卒

業
要

件
・

学
土

号
取

得
妥

件
)

①
一

般
教

育
科

目

②
外

国
語

科
目

i

③
保

健
体

育
科

目

配
分

;
③

基
礎

教
育

科
自

⑤
専

門
教

育
科

目

一
般

:
専

門
防

l
i
(
(
D
-
③
)
 

ゅ
の

照
男

|
一

般
教

育
科

目
1
2
 8
単

位

意
厳

|
専

門
教

育
科

目

標
|

学
年

!
科
目
区
分

さ
i一

般
教

育
科

目

次
|

外
国

語
科

回
選

択
1

↓
 

履
|

保
健

体
育

科
目

履
修

警
l基

礎
教

一
首

科
目

Ul
I専

門
教

育
科

目
1

8
1
 

16
1

 3
8
 

数
十
~
~
~
空

:
専

育
|

必
修

科
目

単
位

数
5

6
単

位
F~
科

l
教
自

i
選

択
科

目
単

位
数

υ1
 

評
価

(
単

位
認

定
)

1
 3
 8
単

位
1

 4
 4
単

位

3
 2

 (
基
礎
教
湾
科
目

4
単

位
合

)

1
 3
 6
単

位
1
 3
 6
栄

位
1
 3
 8
単

位

3
 6

 
4 ・ d ω a A a n H V 氏 U

η ノ u ' B & 内 ノ 白 内 ， e
8
 4

 

a u n D λ u a n U の 白

q J の 品

戸 川 u n ノ u s a - n v ，4

9 d

唱 』 ハ 巴

1
 4
 

2
 4
 

3
 5:
 
6

 5
 

3
 8
 :

 6
 2

 

8
 4

 

3
 9
 :

 6
 1

 
3

 0
:
 
7

 0
 

4
 2

 ;
 5
 8

 

24
 4
 

I E ブ 4 U 3 1

~ 年 一 … 8 …H A 一 ロ 一

位 位 … 3 t … ; 一 i 一 位 一 位

単 堅 j l寸 l j l A + 上 単 車

0 4 一 年 一 一 げ 6 1 h 同 一 日 一 一 A 一 0

一 年 一 一 日 6 3 一 口 一 村 山 一 …

唯 一 生 計 一 前 8 4 一 回 一 回 一 M M

4 3 司 寸 l ー 出 川 一 ;

一 年 一 一 j … 市 川 一 心 一 一

位 位 一 3 一…

j j J d 一 位 … 位

単 単 下 上 下 i 一 Lー ム 単
j

単

6 0 一 年 一 す 4 … l 一 月 一 引 一 4 一 4

年 一 一 泊 4 j 3 0 一 日

3.
6
倍

8
 0
単

位
3. 
3
1
~
 

1
 4

 8
単

位
4. 

6
倍

(4
) 

同
左

同
左

2
1
 2

単
位

2. 
5
倍

1
 7
 0
単

位
2. 
2
倍

|
 

3
 6
 4
単

位
4. 

3
倍

判
例

判
例

計
ll
年

I
2
年

I
3
年

I
4
年|
計

1
1
年
戸
戸
不
可
ヨ

円
Ild

I
 ~

11 
~~I

 l
~l"

-""
f
市

i
3
1
 

18
4.
..
..
.1
..
..
..
..
..
:.
1
山

l
J

1
3

1
{

;
)

!
1

4
1
州

判
8
4

2
2
1
 
IT
詔

1
4
3
1
 

3
6
1
 
31
 

2
8
1
 f
T3
8l

1
 3
9
1
 

3
5
1
 

4
0
1

 3
0
1
日

4
 2
単

位
5

5
%

[
 

3
6
単

位
4

 3
施

l
 

14
 4
 

そ
の

他

修
)
=
進
級
要
件

鍛
)
=
最
高
履
修
単
位
数

6
7

%
 

2
8
単

位
3

3
%

 
I
 

3
4
単

位
4

 5
応

出
席

2
/
3
以
上

|
試

験
及

び
出

席
状

況
(
2
/

 3
以
上
)

試
験

・
レ

ポ
ー

ト
・

平
常

点
の

総
合

i
等

を
総

合
的

に
判

定

成
績

の
合

格

4
 8
単

位
5

7
%

 

悠
}

卒
論

の
た

め
に

.
3
年次
まで

に
92

単
位

(
保

体
除

く
)

の
取

得
掛各
年次

42
単

位
ま

で

η ノ “
第 後

は 可

文 持 管

門 代 で

等 て ま

' つ 位

で よ 単

ま に 必

位 語 次

単 隠 年

内 μ 外 各

山 内 闘

関
外 能 位 位

び 可 単 射 十

及 替 鈎 必

門 代 年 年

専 て 2 4

つ

で よ 位 位

ま κ 単 単

位 自 お 叩

単 科 年 年

内 μ 語 1 3

山 内 側 附

体 進

係 仮〆 t
、 ふ

0 6

位 上

準 以
お 位

目 単

科 却
は 目

次 ) 科 )

伍 ー く 印 級

l 除 (

錨
2 で

ど 位 技

メ 婦 制

l t 4 か 』

ほ 可 申

比 業 : d J

g 授 位 位

科 の 単 単

育 g u m m

教 科 年 年

門 位 1 3

一 等 単 闇

同
ti. 



C
J
1
 

N
 

表
1

つ
づ

き

学
部

(
事

例
学

科
等

)

定
員

(
実

員
)

単
位

数

(
単

位
算

出
基

準
)

総
単

位
数

(
卒
業
主
主
件
・
学
士
号
取
得
姿
件
〉

①
一

般
教

育
科

医

'
②

外
閣

議
科

目

③
保

健
体

育
科

目
l

配
分

@
基

礎
教

育
科

目

-
⑤

等
門

教
育

科
目

般
:

専
門

防
)

(
①
~
③
〉

(
④
③
)
 

一
般

教
育

科
目

:
意

専
門

教
育

科
目

標
学

年
科

目
区

分
準

般
教

育
科

目
年 次

外
国

語
科

目

選
択

緩
•••

• ..
~
，
島
岳
司...
..

司...
...

保
健

体
育

科
目

緩
修

修
義

礎
教

育
科

目
単 位

専
門

教
育

科
目

数
言十

教主
門事
科育目

必
修

科
目

単
位

数

選
択

科
白

単
位

数

評
価

(
単

位
認

定
)

そ
の

他

樹
立
進
級
婆
{
牛

鍛
l=

最
高

履
修

慾
位

数

政
治

経
済

学
部

(
政

治
学

科
)

1.
1 
0
0
名

(
1.
3

 5
8
名
)

と
く

に
説

明
な

し

1
 5
 4
単

位

3
 6
 

1
 8
 

4
 

〈
そ
の
他
科
包
)

B
 

8
 8
 

3
 8
 :

 6
 2
 

1
 4
 4
単

位
4. 
0
倍

2
 2
 8
単

位
2. 
6
倍

1
年

2
年

3
1:手

4
年

計

2
8
 

8
 

3
6
 

10
 

8
 

18
 

3
 

4
 

(4
) 

(4
) 

B
 

工
4

 I
 
2
4
 

3
6
 

8
8
 

4
5
 

41
 

4
0
 

2
8
 

江
田

4
単

位
5

%
 

8
 4
単

位
9

5
%

 

出
席

授
業

時
間

数
の

2
/
3
以

上

臨
時

・
定

期
試

験
等

の
総

合
判

定

間
I
年

4
 2
単

位
(

保
体

除
く

)

2
年

4
 2
単

位
(

11
 

3
年

4
 2
単
位
.

4
王手

5
0
単

位
ま

で

海
ぷ子
;t

部

1.
2
0
0
名

(1
，2

8
9
名
)

i
科

目
iζ

っ
き

毎
週

3
時

間
の

学
習

活
動

-
一

部
の

科
目

で
ゼ

メ
ス

タ
ー

制

(
毎
週

4
時

間
の

授
業

口
講

義
で

4
単

佼
)

1
 4
 8
単

位

3
 6
 

1
 6
 

4
 。

9
 2
 

3
 8

・
6
2

 

9
 6
単

位
2.

7{
き

2
 8
 6
単

位
3
.
H音

1
年

2
年

3
年

4
年

E十

12
 

8
 

8
 

8
 

3
6
 

10
 

6
 

16
 

...
...
...
.. 

3
 

4
 

2
4
 

2
8
 

2
0
 

9
2
 

4
5
 

3
9
 

3
6
 

2
8
 

江
到

2
 8
単

位
3

0
%

 

6
 4
単

位
7

0
%

 

と
く

に
説

明
な

し

Gi
) 

2
年

次
ま

で
に
60

単
位

以
上

取
得

40
単

位
未

満
.

S.
A.

1.
0
未
満
は
退
学
，

法
学

部
(

第
1
外
関
語
が
笑
誌
の
場
合
〉

密
工

学
部

(
機

械
工

学
科

)

1.
2
0
0
名

(
1.
4

 0
 0
名
)

1.
7 
4

 0
名

(
1.
6

 6
 8
名
)

目
IJ
錦

又
は

後
期

に
お

い
て

行
う

毎
滋

3
時

間
の

学
習

活
動

設
i震

基
準

の
規

定
の

ま
ま

1
 6
 0
単

位
1

 4
 6
単

位

2
 8
 

4
 4
 

4
 8
 (

基
尽
き
教
育
24

単
位
含
む
〉

1
 6
 

1
 4
 

4
 

4
 

。
1

 1
 2
 -

9
6
 

8
 0
 

3
0
 

7
0
 (

4
0
 ・

6
0
)
 

4
 5

・
5戸

一
一
一
一
一
一
一
一
一
- J
 

1
 2
 4
単

位
(
2
.
8
-
4
.
4
倍
)

3
 0
 0
単

位
6. 

3
倍

3
 2

 8
単

位
(3
.4
 -

2.
9
倍

)
1

 5
 9
単

位
2.
01
;5
 

1
年

2
年

3
年

4
年

5十
1
'9ミ

2
年

3
年

4
年

れ-

2
4
 

4
-
1
2
 
。-

8
2
8
-
4
4
 

8
 

8
 

8
 

2
4
+
(
2
4
)
 

B
 

8
 

16
 

B
 

6
 

14
 

3
 

4
 

3
 

4
 

(2
4)
 

(2
4)
 

12
 

2
8
 

4
0
-
3
2
 
2
4
-
3
2
 
1
1
2
-
9
6
 

10
 

31
 

2
5
 

14
 

8
0
 

4
7
 

4
1
-
4
9
 

4
0
 

2
4
-
3
2
 
01
QJ
 

5
3
 

4
6
 
I

 
3
3
 

7一21
一El
ZE
EEf-d

 
7

 6
単

位
7

9
%

 (
6
8
 %
)
 

6
 8
単

位

2
0
 (

3
6
)

単
位

2
1
%
(
3
2
%
)
 

1
 2
単

位

出
席

授
業

時
間

数
の

2
/
3
以

上
と

く
に

説
明

な
し

臨
時
考
資
.
試
験
，

レ
ポ

プ
ト

等
の

総
合

判
定

li
i!
il
卒論

0
0
単

位
)

の
た

め
に

，
一

般
教

育

40
単

位
の

ほ
か

，
外

国
語

・
保

体
及

び
専

鍋
2
年

5
 2
単

位
(

保
体

除
く

)
門

教
育

の
各

科
目

の
合

格

3
年

4
 8
単

位
(

11
 

4
年

5
 0
単

位
(

11
 



いずれiとせよ，こうした法学部iとみられる過大卒業要件単位数は，単故11ilJ1支の趣暑からはか

なりはずれたものとなっている。恐らく乙うした単位数は，法学部自体む特性とも関係し， I童

家試験である司法試験を目擦に実定法に必要な専門教育科目が多いことにもよるものであろう。

また，実際児演習授業を講義と同じ単位計算していることもその大きな要因の一つであり， 乙

の乙とは政治経済学部についても同様のことがいえる。

理工学部(機械工学科)では.演習について毎週 3時間通年で 2単位とか，毎週 41時間半期

で 1単位とか，さらに実験・実習・製i習についても週 4時間半期で 1単位というように，基準

で定めるより多くの時間数で少ない単位計算をしている。したがって通常の計算方法では，実

際には 146単位を超えるものとなっている。

なお，教職科目については.教育学部の一部の学科や専修を除いてすべて卒業要件の枠外に

設けられ，それゆえ教職履修希望学生は，少なくとも16単位以上の教職科目が加わり，それぞ、

れが規定する卒業要件単位数より多く履修する乙とになっている(ペ

総単位数の配分についてみてみると，どの学部も基準上の最低基準を満たしているが，各学

部ごとの特徴が最も強くあらわれている。

第一文学部では外国語科自の単位数が多く配分され，また同学部と沼工学部では，基礎教育

科目を一般教育科目区分に含めて規定されている。また昭和62年lζ新設された人間科学部では，

基礎教育科目が20単位分を占める O 政治経済学部では，他の学部忙ない珍しい「その他の科目j

13:分を設け，演習を除く専門教育科白や一般教育科自及び第 1・2以外の外国語科目から自由

に選択できる措謹をとっている O 法学部では，一般教育科Bと専門教育科目をセットにして波

型の選択!屈を設けている。第二文学部や社会科学部では， 12単位まで一般教育科目を他の科!ヨ

区分iζ代替できるという基準上の弾力化措置を実践している。

なお，外国語科目及び保健体育科目を含めた一般教育と専門教育との比率をみると，各学部

で統一されているわけではないが，人間科学部を除くすべての学部において，基準上の割合と

の比較において，一般教育の比率が棺対的に高い乙とがわかる。

次l乙，選択麗修lζ関してみてみる。まず用意単位数については，各学部とも一般教育科呂で

は3倍近くから理工学部の 6倍以上まで，専門教育科自についても 2倍から 4倍以上とかなり

多くの科呂単位数が用意されている O 表にみられる用意単位数は各学部・学科の学科目配当表

の標準であり，実際lとは ζのほかに全学共通科目や他学部・学科の選択履修も可能となってい

るため，かなり割増して考えなければ‘ならない。かつて，新制大学発足直後に行われた全国調

査の同様な結果(13)と比較してみても，今日その割合はほぼ 2倍以上の増加を示している D 学

問の発展や細分化あるいは自由選択枠の拡大傾向が顕著に認められるものとなっている。

標準的な年次履修単位数については，文学部を除くすべての学部においては，専門教育科目

を1年次から履修させ，またほぼ半数の学部で一般教育科目を 3年次もしくは 4年次に履修さ

せるくさび型方式を採用している。また外国語及び保健体育はじ 2年次必修としている。一

-53-



般教育科目単位数の相当部分をし 2年次iζ集中して履修させているため，結果的に入学直後

の学生の題修単位数が多くなり.一部の学部を除いては70----80単位，さらには90単位を超え，

その比率からいっても全卒業要件単位数の過半数をはるかに超えたものとなっている。乙のこ

とは，早稲田大学の固有の現象というより，後にみる慶応大学の場合も同じであり，むしろわ

が国大学の共通する一般的特徴であり 長年続いているものであるといってよい O

なお.多くの学部・学科では 4年次に卒業計画や卒業研究・論文を専門教育科邑として 8

単位もしくはそれ以上の単位を課しており， 4年次の卒業論文中心という大学の現実の状況が

明らかにされる。

専門教育科自の必イ彦・選択の割合については，各学部あるいは学科・専修によって著しい差

異が認められ，統一的でない。政治経済学部のように選択の比率が95%のと乙ろもあれば，法

学部のようにそれが約20%というと乙ろもある。また，同じ学部内でも理工学部のように85%

選択のところから12%前後選択というように学科によって多様である乙とがわかる O

ζの選択履修に関して，向大学の多くの学部では，各年次履修単位の最高単位数を設けてい

るO 各fl三次ごとに一定の上限を設ける学部(教育学部，社会科学部)， 各学年ごとに異なる単

位数の上限を設ける学部(人間科学部，第二文学部，政治経済学部，法学部)と，その形態は

巽なっているが，学生の無意味な履修を制限する方策を取り入れている。

最後に評価lζ関してみると，単位認定については，学員IJ上 (14)試験についてうたっている以

外にとりたてて説明されていない学部(商学部，理工学部)もあるが，他の学部はそれぞれの

2 '" I ._-1-._ - 主

要項の1:1コで，ほぽ共通して出席時間数が授業時間数の一以上に加えて，試験等を総合的に判定
3 

して単位を与える乙とになっている(ぺ

その他関連事項として，いくつかの学部で、は進級制度を採用している。例えば第一文学部で

は， 1年次lζ保健体育を除く 12科目36単位が 2年次進級の条件となっており， 10科目30単位以

上は仮進級という措置を講じている D また商学部では， 2年次までに60単位取得が進級条件と

なっているとともに，さらに40単位未満でかつ S. A. 1.0未満は退学の対象とされ(16) 厳し

い底上げシステムを導入している点が特徴的となっている。

(2) 慶応大学の場合(17)

同大学では，塾生案内としての学則の下で履修全般にわたる f学習指導要項jが設けられて

いる。乙れは，文学部 1年生，他学部及び匿学部進学課程のし 2年生iζ対して，実際に適用

される学問の運用lζついて解説したもので，学JiIJIc明示されていない細則もこの学習指導要項

によるものとされている。

日吉校舎に共通の教養課程部分を設けている慶応大学の各学部及び医学部進学課程の単位制

度の構造は表 2のようになっている口

まず単位数についてみると，学問第38条に単位iζ関する規定が設けられている。乙れに
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よると，講義は毎週1回 (90分=2時間) 1年間で 4単位，語学(外国語)は2単位，理工学部

・藍学部進学課程を除く他の学部の自然科学のうち実験を伴うものは，講義と実験で年間 4単

位，保健体育は毎週 1回 I年間で l単位及び夏季・冬季の集中選択体育 l単位の計 2単位とな

っている。

乙の規定にしたがって文学部，経済学部及び商学部では運用されているが，法学部と理工学部

はさらに独自の規則を設けている。つまり，法学部では，専門教育科目は講義・旗習ともに同

一の単位計算方法をとり，週 l回半年で 2単位，通年で 4単位，また趨 2回半年の集中授業で

4単位(例外あり)となっている O 埋工学部では，表のような各授業科目区分どとに，講義・演

溜等あるいは必修・選択のJjljtc詳細な規定を設けている。 ζのうち，実験・実習・製図につい

ては週]回(4時q濁) 15週で2単位と， r大学設置基準jの規定より割増しの計算方法がとら

れている O

総単位数に関してみると，学部によっては一時期よりかなり総単位数を削減したこともあっ

て，各学部とも早稲田大学とは異なり基準で求める単位数にかなり近いものとなっている。経

済学部では，昭和46年当時は150単位であったが (1ぞ現在は大幅に削減され126単位と最低基

準にもっとも近い数字を示している。しかし，法学部の144単位は，演習の単位計算方法が

「大学設置基準」の但し書き規定を採用しており，そのため通常よりその授業時間数はかなり

多くなっている ζ とになるD

次iζ，配分lζ関してみてみると，各授業科目区分への配分は，ほぼ基準に沿った形で行われ

ている O その中で，外国語科目が文学部の20単位をはじめ，他学部でも共通して16単位と比較

的多く配分している点が特徴的である O 一般教育と専門教育の比率も，文学部でほぼ50: 50 

の比率であるほかは，ほぽ基準と同様のものとなっている D

選択履修iζ関してみてみると，用意単位数については，一般教育科目は 3倍----4倍，また専

門教育科目についても理工学部を除いて 3倍----5倍となっており，かなり多くの単位数が用意

されているO 表iζ示される理工学部の専門教青科目については，必修のほか学部・学科が推奨

する科目を基比して計算した値であり， したがって実際にはそれ以外の科巴も多く存在し，棺

当の単位数が用意されている。

また，標準の年次履修単位数については，各学部とも専門教育科目の標準履修単位数を複数

年次にわたって一緒に掲げているため，各年次ごとの合計単位数は明確にできないが，外国語

・保健体育を含めた一般教育が1， 2年次lζ集中して行われ，乙の年次の単位数がかなり多く

なっていることは早稲田大学の場合と同様である O このほか特徴的な点は，教養課程型をと

っているにもかかわらず，経済学部と理工学部ではさらに一般教育科目を 4年間にわたって履

修させる方法をも採り入れている乙とである。また，文学部の l年次を除いてすべて，基礎教

育科呂あるいは専門教育科自が 1年次から麗修することになっている。

専門教育科目の必修・選択の割合は，各学部・学科によって差異が著しく，文学部のように
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ほぼ50: 50のと乙ろもあるが，商学部のようにほとんど選択科目となっているところもある O

概して，必修より選択の方が多い構造を示している。

最後R.，評価lζ関してみると，各学部とも所定の授業に出席して試験を受けたあとに学業成

績の評語が決まることになってしも O 出席率等の細かい規定は，各学習指導要項には克い出せ

ない。

その他関連して，各学部では年次 ζとに厳しい進級条件を設けている点が注目される O それ

ぞれ細かい条件を設けつつも，各年次30単位前後の履修を義務づけている。理工学部では， 4 

年次での卒業研究の申請資格として一定の単位の修得を定めている(19)また，各学部とも表のよう

に最高履修単位数を設け，履習の平均化などを企てている。

(3) 筑波大学の場合 (20)

昭和48年の「大学設置基準」の改正によって授業科目の区分に関する履修上の特例が適用され，

筑波大学では授業科自から従来の一般教育科自や専門教育科目の区分の名称が消える乙とにな

った。代わって，専攻科目，基礎科目，関連科目 A.B及び共通科目という新しい区分となっ

た。共通科目には総合科自 A・B・C，体育(体育実技及理論含む)， 外国語，盟諸及び情報

処理がそれぞれ表 4のような内容をもって設定されている。こうした筑波大学独自の区分と基

準上の区分との関係は，表 3のようになっている(医学専門学群は除く) 0 

同大学の単位制度の運用の構造は，まず 1単位数については，教室内外合せて45時間の履修

を原則として，各授業形態 ζ とに次のように定めている D すなわち， 1単位11寺聞を50分=1 時

間とし，講義は毎週1.5時間 (75分)10週で l単位，年間30避で 3単位，演習は毎週 3r時l司

(1 50分) 10週で 1単位，年間30週で 3単位となっている。また実験・実習等は毎週 4.5時間

(225分)10週で]単位となっている。全学共通して3学期制をとり，各授業とも O.5単位の

倍数単位となっている。

総単位数は，表 3の事例では 126.5単位となっているが，学群・学類により若干の差異はあ

るものの 126単位---139.5単位の範囲内におかれている。

配分花関しては，設置基準上の区分に従ってみると，表の事例では一般教育科昌29単位，

外国語科El13. 5単位，保健体育科目 4単位，専門教育科目80単位となっている。これは他の

学群・学類とも大きな差異は認められない。先の私立大学と比べ全体としては外国語の配分が

比較的少なし、構造となっている点が目立つ(21)殻教育と専門教育の比率は37: 63で基準上と

ほぼ同じであるが，筑波大学区分でいう関連科目 Bはもともと専門教育科目群であるため，厳

密な意味でいえば27: 73と，一般教育の比率がかなり低いものとなっている。

選択履修に関しては，用意単位数は学生の履修が他学群・学頒の広範囲にわたって可能とな

っているためその把握が困難であるが，各年次履修についていえば，体育が 4学年にわたって

4単位履修するのをはじめ，一般教育，専門教育とも比較的全学年にわたって履修する構造を
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表 3 筑波大学における単位制度の運用

(医学専門学群以外 例一第 2学群人間学類)

設霞基準
筑波大学医分 l年 2年 3年 4年 備 考 小計 配分計

上の医分

関連科白 B (1 2) 
( )は選択 1 2 

一 ......‘.... ー....... ........‘ー ・ー....白骨 包 ------・幽・・ ・.---・ー

総合科目A (平成元年度よ

ー (1 2) り指定科目制 1 2 
ノ/ B を導入〉

一般教育
29 

科 白
ノノ C 

..._....". .---_.ーー・M ー・---------
共通

僅j 至ロ五tコ 2 
学群・学類により

2 
科目 指定年次異なる

幽』・・..幽...・曲 .".-..- 、..._."ー‘ーーーー ..'-岨・・ーャ・ ・...

情報処理 2 
概論 1

2 
演習 1(含実習〉

4. 5 
外 国 語

外国語 (→受 9 13.5 13.5 
手ヰ B 

舌口五口ρーコ士ー長 (専門語学)

保健体育
体 2円とて 体育理論含む 4 4 

科 自

専攻科 自 (4 。)
卒研 4
卒研指導 1含む

40 
--- -色併 ...._..._-----・・ ・..幽酔咽酔 ----'-.- ー・..-.--ーー 4凶』ーーー ーー..".-畠圃 M・e ..司-.-- ・噌噌亭甲 ・ーー ー ... 

専門教育
基礎科 自 1 2 80 

科 自 くl2> 
...匹・.“F岨 ーー・..・・ ー・P 圃------ー ー・ト曙...幽軸・ -----咽申・・ <指定必修あり> 司p・p・畠圃b

[必修21労i
関連科目 A く28> 28 選択79%

1126.51 

最低履修単位数 1 5 1 5 15 15 
除籍の対象とな 一37般96:専門
る :63% 

教室内外合せて 45時間の履修

1単位数
講 義…一‘毎週1.5時間(75分) 1 0週

演 習・・・…毎週 3 時間 (150分) 1 0週

実験実習・…・毎週 4.5n寺間 (225分) 1 0週

評 fiIli 試験の結果，受講状況の総合判定

その他 修業年限最長 6年間(医学 9年間)， 3学期告IJ
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特徴としている。専門教育科目に相当する専攻科目，基礎科医及び関連科自Aの必修・選択の

比率は，ほぼ20:80で選択の比率がかなり高い。

評価Kついては，各授業担当教員が試験の結果と受講状況との総合判定によるものと規定さ

れ，試験は各学期末iζ期間が設けられ，仮評価のあと最終学期の成績が出される ζ とになって

し1る(22)。

表 4 授業科目の分類と構成(医学専門学群は除く〉

授業科自の区分 内 容

専攻科目 当該専門分野のうちで，重点的に履修を深める分野K係る科目

2. 基礎科目 当該専門分野;ζ係る科目のうちで，専攻科目の!濯修のための基礎

となるもの

3. 関連 科目 A 当該専門分野の履{鹿児関連して 周辺領域から履修範囲が指示

される科目

B 当該専門分野の履修に関連して，学生が自由選択により履修す

る科日

4. 共 通科 B

総合科自 A.学群どと lζ，当該掌群の教育目的lζ即して編成される比較的広

域的な総合科目

8 学類ごとに，当該学類の性絡に応じて編成される比較的範閣の

狭し 1総合科目

C.新入生lと対し，最初の l学期に集中的に実施する科目

(フレッシュマン・セミナー)

体 2円t=; 全在学期間を通じて 健康管理及び体力増進を白的とする科目

外国 き口五口 第 1外国語 専門語学及び一般語学に匿分し，一般語学について

は，実用的能力の訓練を中心とする O

第 2外国語 実用的能力の訓練を中心とする。

国 き日五口 自己の思想を正確に表現するための技術の修得を自的とする科目

情報処理 情報科学に関する基礎的な教育を自的とする科E

3. 運用上の特色と問題点、

以上のように，早稲田大学，慶応大学を中心に，さらに特徴的な事例のーっとして筑波大学

を含めて取り上げその運用の現状をみてきたが， 乙れらの全般的特色及び問題点について，ま

ず最初に「大学設置基準Jとの関係でまとめると、およそ次のようになる。
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(1) 全体として，単位制度運用の現状は各大学レベノレにとどまらず，学部や学科さらには専

修-専攻レベノレにまで及んで多種多様な形態がみられる O 総合大学として比較的規模の大

きい大学の事例を扱った乙ともあるが，教養課程型のシステムを取り入れてある慶応大学

でさえ，学部や学宇降によってそれぞれの縮財に従って多様に運用されてし喝 O このよう

に，今や単位制度はより小さな単位としての学部や学科，専修・専攻レベノレまでおりて考

えられなければならなくなっている。

(2) 当然の乙とながら， r大学設置基準jの適用が運用の全般にわたってみられるが，一部

の学部や学科によっては必ずしも基準通りに運用されていない点もみられた。早稲田大学

にせよ慶応大学にせよ，少なくとも私立大学のリーダー的存在として長年の歴史と伝統を

もっ大学では，基準等の制約を受けつつも，現実の対応上の必要性から基準の範囲を超え

たさまざまな試行や実践を新たに試みようとしていることがうかがわれる O その結果，基

準上と運用上との歪みが部分的に生じてきている O

(3) 筑波大学の事例Jともはっきりと表わされているように，新しいタイプの大学教育や新し

い試みを求める現実に対応するためι，基準上の手重しや改正が行われている。そして，

現行の「大学設置基準Jは，一部の規定を除き以前lζ比べはるかに柔軟にまた弾力的に運

用する乙とを可能にしてきている O しかし反面，但し書き等の事項が多く加わり，基準自

体がかなり複雑化，繁雑化してきている乙ともまた事実である。事例でみた大学の学部・

学科ζ との単位に関する呉体的な規定や実践もそれに応じてますます細かくなっている傾

向にある。

(4) 各学部の要項等の中には，単位制度の本来の趣旨なるものを掲げている大学はみられない。

これについては，恐らく各学部・学科等のレベルで，入学時のオリエンテーションや日常の生

活指導等の場で学生には説明されていると考えられるが，自学自イ彦を尊重した単位制度の

趣旨なり定義なりが周知徹底しているかというと甚だ疑問である O 規定や細員IJが先行して，

複雑な履修の方法など技術的，形式的な問題が優先されているJ惑がしないでもない。

次lζ当初]のf!i!J度的枠組みに従って，単位制度の運用の個別的な特徴や問題点についてまとめ

ることにする O

① 1単位数について

l単位の算出基準では，教室内外合せて週45時間という大原則は変わるととなく運用上

も乙れに従ってきているが，実際には各学部や学科レベノレで、授業形態や授業科目~分ごと

に細かく規定され，基準上の但し書きを含めた複雑ともいえる規定を多少表現を変えなが

ら設定しているのが実情である。

また私立の 2大学の場合単位時間はともに45分であり，筑波大学の場合は50分とな

っている。乙の 1単位時間の差はわずか5分であるが，少なくとも数字の上では総量とし

ての 4年間の学習量はかなりの差異が生じる乙とになる。こうした 1単位時間が統一され
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ず不明瞭となっている ζ とは基準上の大きな問題点のーっといえる。多分IC1コマ =90分 =

2時間という考え方が長い間の大学の慣行となっており，半ば常識化し特別に設ける乙と

もないというのがその根底iとあるのではないか。

「大学設置基準jでは，単位計算方法を授業のやり方まで細かく規定しているが，その

運用もまた同様tc，各授業形態もしくは科自の種類に沿って設定している場合が多い。そ

して，基準の中での但し書き条項を採用している学部としては，とくに法学部が目立って

いる。これは，基準の姪史的変遷の背景をみれば明らかにされるが，とくに法学部では!日

制大学当時から専門教育に必要な履修科目及び時間数が多く求められており，基準の原員Ij

lζ基づく計算方法では総単位数がかなり増加してしまうという事情もある。したがって，

こうした学部では授業形態別に異なる計算方法をとるのが困難となっているのである口

② 総単位数について

乙れについては，各学部間，大学問の差異が著しい。早稲田大学の事例にみたよう ~c ， 

124単位をはるかに超える学部もあり，単位制度の趣旨が必ずしも反映されているとはし1

えない。昭和40年代以持それまで:膨れ上がった卒業嬰件の総単位数を削減する大学や学部

がみられる中，依然として基準を30単位以上も超える学部や大学が存在している状況にあ

る。

また後述するように，教職希望者等は，慶応大学の嬰Jllの中でも明確に記されているが，

総単位数がさらに40単位前後増える乙とになっている?したがって，実際には，乙れら教

職希望者等は理論上はそれに必要な単位修得が不可能な数字となっているのである。単位

制度の形骸化の一側面は乙うした点においてもあらわれている。

乙うした問題は，単位計算が実質的に正しく行われるようになれば自然解消する問題で

もある。しかし，とくにi日制大学との比較において，最低基準からくる学力低下や教育水

準の問題を危倶する声も依然として根強いことも確かである。

③ 配分について

各授業科目の単位数の配分は基準通りに運用されているがω，総単位数との関係で，各大

学・学部間の専門教育科目への配分単位数にはかなりの差異が認められる。つまり，総単

位数が124単位をはるかに超える学部や大学では，その大部分が専門教育科目に充てられ

ているのである。

また，基礎教育科目の設定や一般教育科目の他科呂区分への振り分け等の措置も慶応大

学では多くみられ定着してきているが，基礎教育科目の取り扱い方については未だ一定し

ていない。つまり，基準上はそれは「専門教育の基礎J (第四条〉という考え方が明確に

されているが，運用上はむしろ一般教育として位置づける大学(早稲田大学〉もみられた。

関連して，当初の専門技能を主たる学部に設けられた基礎教育科目は，他の一般学部lζ も

みられ，その設定の当初の趣旨は今日くず、れつつあるといってよい。
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さらに，いずれの大学Jとおいても，教育学部を除いて教職課程の科目は卒業要件の枠外

におかれ，現実には教職希望者はその必要な単位を枠外自由選択科Bとして修得しなけれ

ばならない乙とになっている。かつて大学基準協会が単位の配分iζ関して示した構想(25)

すなわち教職科呂も専門教育科目の中の自由科医 lζ位置づけようとしたことも今や現実に

はみられなくなっているのである。

なお，配分のうち保健体育科目ほど各大学で統一され運用されている科目はない。

④ 選択履修について

用意単位数iと関しては.各大学とも必要最低単位数よりかなり多くの単位数を用意して

いることがわかる口表i乙は掲げていないが，外国語科目や保健体育科目についてもそれぞ

れ多くの単位数が用意され，学生の選択履修の機会を十分lζ提供しているα6) むしろ，学

生がどの科目を選択するかの判断が難しいほどである O とくに一般教青科目については，

3分野のそれぞれにおいてその選択の幅はかなり大きくなっている反面，その選択の基準

が主として個々の学生の自主的判断に任せられているため，時間割上の都合やクラス規模

あるいは評価方法等による，いわゆる「つまみぐしリ的な安易な選択判断を生みやすい状

況にさえある。

各年次履修iζついては，各学部・学科・専攻等lζよって多様で‘ある乙とが特徴的である。

同11寺!L，共通した運用上の問題を抱えていることも事実である D すなわち，いずれの大学

も例外なくし 2年次に総単位数のかなりの部分が集中し，年次を追うごとに減少してい

く形態をとっている。乙れは， もとより一般教育の上に専門教育をおくという新制大学発

足当初の考え方が強く残っていることや，とくに最終学年としての 4年次は大学教育の総

決算ともいうべき卒業E合文や卒業計画なるものに比撃をおこうとする長年の'慣行がとられ

ているためでもある。しかし，乙うした乙とは，昨今の「大学のレジャーランドイヒ」の元

凶としての単位制度の空洞化状況を生み出す素地を築きあげてしまったともいえる口

各大学・学部・学科等の多様化は，専門教育科目の必修・選択の比率に最も顕著にあら

われている。どの程度の割合がよいのか，乙れまでもその判断やそれを裏づける有効な考

え方は見い出せないが より系統的な専門性を重視する専門教育科目のカリキュラム編成

やその履修方法lζ関して，ある一定のめやすは確立されてもよいのではないか(ぺ

① 評価について

単位認定Kついては，試験に加えて出席率をも明示している大学もあるが，単位制度の

上からも当然学生の学習のための出席は必要不可欠なものであることはいうまでもない。

2 .....， r } ).... _~ 1. 戸 1
しかし，例えば出席時間数一以上といっ畑員IJは ややもすれはーの欠席を奨励しかねない3 ..... ~...J-L-... .//1'lJ...J}，，; .J~~ ， ¥ ¥ UJ  "l UV003 

ことにもなり，規則自体が悪しき習'慣や結果を生み出す場合もあり得るのである。

また，比較的規模の大きい大学において一般に指摘されるマスプロ授業と，そうでない

少人数の授業との単位認定及びその授与が問ーの基準で運用されているのが現状である。
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そ乙では，教育効果や学習効果という質的指点が欠落しているといえる O

単位の認定の蓄積が卒業要{牛となり，さらに学士号授与として実を結ぶものだけに，

乙の評価Kついては，大学にふさわしい用意すべきカ 1)キュラム内容の検討と併せて，そ

の改善・見直しが強く求められる。

おわりに

以上，事例に基づいて単位制度運用の状況と問題点を指摘してきたが 乙の中には事例の特

殊固有の問題もあるが，わが国大学全体lζ共通するものも少なくないであろう O 単位制度が大

学の固有の特色のーっとして続く限り，それは直接的であれ間接的で之あれ常に大学教育のあり方

を考えるi療に問題とされなければならない。戦後の新制大学の発展過程においては， ζの単位

制度の問題は，とりわけ一般教育のあり方の問題とともι またそれとの関連で取り上げられ

論議されてきた口そして，それは常に改善・見直しの対象とされ，大学教育の現実の状況に対

応した基準づ、くりが今日なおみられるのである。

基準それ自体は，法的拘束力をもっ以上回定的，画一的な要素を内包している。確かK全国

的な統一基準が，今日わが国の大学の水準確保に寄与した点は大きい。しかし，単位制度は，

それが普通性をもった公的な性格と意義を有する限り，基準自身のもつj認定的，統一的な部分

と，各大学や学部の個性と特色を保障すべき部分とが明確にされる必要がある O

また，基準は，それが大綱的基準として簡潔なほどよい。少なくとも現段階では， 1単位数

及び総単位数のきわめて大枠な基本的事項については基準の設定が必要となるであろう O しか

し現実の基準及び運用の状況は. 1単位時間が不明確な上iと， 1単位数の算出基準や総単位

数lとしても，その根底にある考え方が個々の大学に十分に理解され，反映されたものとはなっ

ていない。

単位制度の形骸化，空洞化という一般的問題状況は，単l乙基準上の見直しにとどまるのでは

なく，運用上の解決lζ待っところも大きいといわなければならない。単位制度は，直接的には

大学のカリキュラム編成と密接な関係をもっ。したがって当然，教員組織や胞設・設備等の問

題とも深く関連するものである。現実の運用においては，とかくこうした教員や施設・設備等

の外的条件が先行し，あるいはそれに左右されて，単位制度の趣旨と結び、ついた教育内容の面

が従属した形とな 4っていることは否定し得ない。少なくとも各大学及び教員による単位制度に

ついての正しい認識と理解が求められ，さらに良識ある判断が不可欠な条件となる。

現在，単位制度の基準上の問題については，大学審議会の大学教育部会で具体的に審議され

つつある。大学の単位制度は，他の機関すなわち大学院や短期大学，高等専門学校さらには高

校まで含めて，それらの単位制度や学習制度と切り離せない部分もある。それだけに，大学そ

のものの運用の状況とともに，高等教育全体の広い範囲の中で，かなり長期的な展望の上lζ立
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って根本的iと再検討される乙とが要求される。

(注)

(1) 拙稿「大学の単位制度の基準に関する研究1F大学基準dl (昭22)から F大学設置基準」

(昭31)まで-J (筑波大学大学研究センタ1F大学研究」第 5号， 1989. 12.) 

(2) 筆者は，単位制度の基準の変遷過程を，大きく整備過程期(昭和22年の「大学基準J制定

から昭和31年の「大学設護基準」制定まで〉と弾力化過程期 Cf大学設置基準j制定以降今

日に至るまで)の二つに分けて考えようとしている O 前者の整備過程J留については前掲論文

を参照，後者については別稿を予定している。

(3) 昭和26年6月21日の「大学基準J改訂では，数学演習などは「演習J扱いとして毎週 2時

間15週が 1単位とされたのに対し，哲学や法学演習などは「講義」扱いとして毎週 l時間15

週が 1単位とされた。

(4) 大学基準協会 r会報」第 8号，昭和26.3. 3 1， p. 11 

(5) 1F大学基準協会資料」第13号Cf大学基準j改訂昭和26.丘 21の解説部分)，昭和28.5.31，

p.23.なお，当時とくに乙うした状況がみられた学部としては，法学部や工学部等があった。

(6) 乙の考え方は，昭和40年 3月31日の文部省「大学基準等研究協議会」答申の中ではじめて

明示された。乙の増加単位は，優秀な学生によっては 1日の学習時間が8時間ではなく 9時

間が可能であり， ζれを単位換算すれば 1年で 4単位， 4年間で16単位となることに基づく

ものであったと考えられる。

(7) 先の文部省「大学基準等研究協議会」の答申では，基礎教育科毘，専門教育科呂は 2単位

以上とし，必要のある場合 l単位または1.5単位とする案が提出されていた。

(8) 以上のほか.基準の上で単位制度あるいはそれに関連する事項としては，次のようなもの

がある 0

・授業を行う学生数の標準として， 1授業科目について同時に授業を行う学生数は，おおむ

ね50人とし，但し人文・社会分野の科白及び保健体育科Bについては， 200人を限度とし

てそれ以下とする(第29条)。

・授業の形態は，講義，実験・実習，演習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用

により行う(第30条)。

-涯学及び歯学の学部の卒業要件は.他の学部と異なるものとして別に独立の条項が設けら

れている(第33条)。

(9) ζれに関しては，新制大学発足後まもない時期に，大学基準協会の「カリキュラム研究委

員会」が全国調査を行い，当時の履修単位状況を明らかにしている。多田 基「履修単位花

関する研究調査についてJ (大学基準協会「会報J 第14号入昭和 27.11. 25. 

(1Ol 以下は作成した表を含めて，早稲缶大学の各学部要項(昭和63年度版)による。
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(11) もっとも，あえて厳密K計算すれば，同大学の場合 l時間=45分であるので， 1日約12H寺

間といってもそれは正味約 9時間叱相当し，その限りでは決して不可能な数字であるといえ

な ~ìO

(12) 教員免許状を得ょうとする者は，所属学部の科目の枠外で教苦学部に配置された教職課程

の科目を履修しなければならない(間大学学問j第19条〉。

(13) 大学基準協会による昭和26年の全菌調査の結果によれば，一般教育科自の用意単位数のモ

ードは 2倍前後，専門科目の場合はそれに比べ低く 1~ 2倍の範囲にあった。多国 主主，前

掲書， p.l0‘ 

(14) 参考のために，同大学学長iJでは，試験に関して次のように規定している。

・所定の科目を履修した者応対しては.毎学年末又は旬:学期末lと試験を行う。但し，教授会

において平常点を以て試験花代えることを認められた科目については， この限りではない

(第49条〉。

・試験の方法は，筆記試験 口述試験及び論文考査の 3種とし，各学部の教授会が乙れを決

定する(第50条)。

(15) 乙れに関連して，早稲田大学では，登録した科白は必ず履修する ζ とが義務づけられ，途

中放棄は不合格とされる乙とになっている。

(16) このシステムでは G.P. CGrade Point)制がとられ，特使 3点，優 2点，良 1点，可

O点，不可-1点として，次のような総合成績 (ScholarshipAverage)を算出している。

S. A. 
G . P. と単位数との積の合計(体育，教職，随意科目は除く)

(全登録)単位数の合計

仕方 以下は作成した表を含めて，慶応義塾(日吉)履修案内及び各学部履修案内(昭和63年度

版)による。

(18) 150単位の配分は，一般教育科目48単位(必修20単位)， 保健体育科目 4単位，外国語科

日20単位，専門教育科目78単位であった。

(J叫 具体的には， 3年以上在学し， 90~97 単位(学科 Kよって異なる)の修得を義務づけて

いる。

(20) 以下は作成した表を含めて，筑波大学履修要覧(昭和63年度版)による。

位1) 乙の点lζ関しては，とくに第一外国語の「一般語学Jの単位が余りにも少ないことが学内

においても指摘されている。筑波大学企画調査室「筑波大学の自己評価と改革の指標.1]. 昭

和 63.3， p.3 3. 

(22) 各学群とも，原則として年間15単位以上(長学は棺当の単位又は授業時間)を修得できな

いもの者は，除籍されることになっている(学期第45条)。

凶慶応義塾(日吉)履修案内， p.313. 

凶 文部省の調査(全国1，232の国公私立大学の学部対象)によれば，昭和63年度現在，一般
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教育科目の単位数は， 36単位を超えるものが約155ぢ， 36単位が約53%，36単位未満が約33路

となっている。また，関連して，くさび型編成については殆どの大学で実施されてきている。

文部省高等教育局 r大学資料dJNo. 110号， 1 989， pp. 68-6 9. 

担日 大学基準協会で示された 124単位の配分の一例は，次の通りであった。

一般教育科目 36単位

外国語 16単位

体
2乏に

問 4単位

専攻科自 30単位

関連科El 10-18単位

自由選択科目 23 -28単位

大学基準協会「大学iと於ける一般教育一一般教育研究委員会報告-dJ (ff'大学基準協会資料J

第10号)，昭和26.9， pp. 50 -51. 

(26) 慶応大学では，探知jとして卒業するために必要な単位としては認められない学科呂として

「自由科白」が，早稲田大学では「随意科目 Jがそれぞれ設定されている。

間 私立大学の調査結果では，全国的績向としてくさび型教育課程編成とともに，必修単位が

減り選択もしくは選択必修の単位が増加し，さらに半学期開講の 2単位科目方式が法がって

きているという。国庫助成l乙関する全国私立大学教授会連合「全国私立大学白書dJ'1988， 

pp.57-58. 
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